
近
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山　

倫　

明

1
、
近
代
日
本
の
「
宗
教
」
―
議
論
の
動
向

　

近
代
日
本
に
お
い
て
、「
宗
教
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
き
た

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
と
こ
ろ
い
く
つ
も
の
研
究
が
発
表
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
―
宗
教
者
の

言
葉
と
近
代
』
と
題
す
る
著
書
を
二
〇
一
二
年
に
発
表
し
た
星
野
靖
二
が
、

第
一
章
「『
宗
教
』
概
念
の
歴
史
性
へ
の
視
座
」
に
お
い
て
研
究
史
の
整
理

を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
の
議
論
を
参
照
し
て
み
た
い
。

　

星
野
は
西
洋
語
の
文
脈
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
歴
史
や
研
究
史
に
つ

い
て
も
概
観
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
近
代
日
本
に
関
す
る
彼
の
叙

述
か
ら
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。
英
語

圏
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
に
関
し
て
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
儀
礼
の
実
践
等

の
非
言
語
的
な
慣
習
行
為
）
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ
（
教
義
等
の
言
語
に
よ
っ

て
明
示
さ
れ
る
概
念
化
さ
れ
た
信
念
体
系
）の
優
位
と
い
う
議
論
を
受
け
て
、

磯
前
順
一
が
二
〇
〇
三
年
に
著
し
た
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜

―
宗
教
・
国
家
・
神
道
』（
岩
波
書
店
）
に
お
い
て
提
示
し
た
指
摘
が
、
次

の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

磯
前
は
こ
れ
〔
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
ビ
リ
ー
フ
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
論
〕

を
近
代
日
本
と
い
う
場
に
即
し
て
考
察
し
、
レ
リ
ジ
ョ
ン
の
訳
語
と
し

て
近
世
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
的
な
側
面
を
指

し
示
す
「
宗
旨
」
や
「
宗
門
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
ビ
リ
ー
フ
的

な
側
面
を
指
し
示
す「
宗
教
」と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
を

あ
る
種
の
モ
デ
ル
と
し
た
レ
リ
ジ
ョ
ン
の
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

（
星
野
靖
二
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
』
一
〇
頁
）

　

磯
前
の
議
論
に
対
し
て
、
林
淳
は
同
じ
く
二
〇
〇
三
年
発
表
の
「
宗
門
か

ら
宗
教
へ
」（
池
上
良
正
他
編『
宗
教
と
は
何
か
』岩
波
書
店
）に
お
い
て
、「
宗

旨
」
や
「
宗
門
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
の
連
続
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
を
確
認

し
た
う
え
で
、
星
野
は
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

そ
の
上
で
林
は
「
宗
旨
」・「
宗
門
」
が
「
公
権
力
の
行
政
用
語
」、
つ

ま
り
権
力
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
制
度
的
範
疇
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、「
宗
教
」
は
「
欧
米
の
政
教
分
離
、
信
仰
の
自
由
と
い
う
課
題
を

引
き
受
け
、
政
治
権
力
と
の
距
離
を
含
意
し
た
言
葉
」
と
な
り
、「
政

治
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
大
き
な
転
回
が
お
こ
っ
た
」
と
す
る
。
こ

れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
取
り
扱
う
領
域
に
つ
い
て
は
近
世
か
ら
近
代
に
か

け
て
連
続
性
が
あ
る
も
の
の
、
政
治
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
位
置

付
け
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
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二

で
あ
り
、
近
代
に
お
け
る
「
宗
教
」
は
権
力
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
は

な
い
形
で
「
宗
教
」
と
い
う
範
疇
そ
の
も
の
の
根
拠
を
提
示
し
な
く
て

は
な
ら
な
く
な
っ
た

│
と
り
わ
け
「
宗
教
」
の
外
側
に
対
し
て

│

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
一
一
頁
）

　

さ
ら
に
星
野
は
、
藤
井
健
志
の
島
地
黙
雷
論
に
触
れ
な
が
ら
、「
近
世
か

ら
存
続
す
る
基
盤
を
持
つ
特
定
の
宗
教
伝
統
に
関
わ
る
宗
教
者
が
近
代
に

な
っ
て
近
世
と
は
異
な
っ
た
形
で
自
ら
の
宗
教
伝
統
を
位
置
付
け
る
必
要
、

す
な
わ
ち
自
己
理
解
を
組
み
替
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
こ
で
新
た
な
『
宗

教
』
と
い
う
概
念
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
っ
た
」
と
指
摘
し
、

宗
教
者
の
自
己
理
解
の
言
説
が
、
個
別
の
宗
教
伝
統
の
外
側
に
あ
る
総
称
と

し
て
の
「
宗
教
」
を
参
照
軸
と
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
（
一
二
―

一
三
頁
）。

　

次
い
で
諸
々
の
個
別
宗
教
伝
統
が
「
宗
教
」
に
な
っ
て
い
く
の
と
並
行
し

て
、「
宗
教
」
か
ら
周
縁
化
さ
れ
、
排
除
・
抑
圧
・
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
領
域

が
生
ま
れ
て
く
る
諸
事
例
と
関
連
し
て
、
桂
島
宣
弘
、
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ジ
ョ

セ
フ
ソ
ン
、
福
嶋
信
吉
の
研
究
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
国
家
神
道
」
研
究
で
あ
り
、「『
宗
教
』

概
念
が
構
築
さ
れ
て
い
る
過
程
は
神
道
の
一
部
の
要
素
を
『
宗
教
』
で
は
な

い
も
の
と
し
て
措
定
し
て
い
く
過
程
と
密
接
に
関
連
し
て
」
い
る
と
し
て
、

島
薗
進
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の

概
念
が
煩
瑣
に
絡
み
合
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
が
、
簡
略
化
し
て
言
え
ば

「
宗
教
」
で
な
い
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
が
、「
祭
祀
」「
治
教
」
と
い
っ

た
領
域
を
覆
う「
国
家
神
道
」で
あ
り
、そ
れ
は「
祭
政
一
致
」に
加
え
、「
治
教
」

も
組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
祭
政
教
一
致
」
を
目
指
す
も
の

と
も
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
神
社
神
道
」
と
は
区
別
さ
れ
て
「
宗

教
」
と
な
っ
て
い
く
の
が
「
教
派
神
道
」
で
あ
り
、こ
こ
に
「
国
家
神
道
（
神

社
神
道
を
含
む
）」
と
「
教
派
神
道
」
等
の
諸
宗
教
と
の
二
重
構
造
が
成
立

し
た
（
一
六
―

一
七
頁
）。
こ
こ
で
星
野
も
注
目
す
る
こ
の
二
重
構
造
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
別
の
拙
論
に
お
い
て
論
じ
た
（
奥
山
倫
明
「
制
度
と
し
て
の

『
宗
教
』
―
序
説
」）。

　

さ
ら
に
最
近
で
は
、
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
、
近
世
に
も
さ
か
の
ぼ

り
な
が
ら
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
来
歴
を
た
ど
っ
て
い
る
。
ク
ラ

ウ
タ
ウ
は
明
治
初
頭
にreligion

に
対
す
る
翻
訳
語
と
し
て
「
宗
教
」
概
念

が
定
着
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
（
こ
こ

で
は
山
口
輝
臣
『
明
治
国
家
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、

三
〇
頁
、
が
参
照
さ
れ
て
い
る
）。

　

近
代
的
な
意
味
で
の
「
宗
教
」
が
翻
訳
語
と
し
て
初
め
て
登
場
す
る

の
は
、
世
情
が
「
御
一
新
」
に
沸
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
、「
宗
教
」
は
、religion

に
与
え
ら

れ
た
翻
訳
語
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
宗
教
」
以
外

に
は
、例
え
ば
「
宗
法
」
や
「
宗
門
」、さ
ら
に
は
「
法
教
」
や
「
徳
教
」

と
い
っ
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
一
八
七
〇
年
代
に
入
る
と
、「
宗
教
」
は
そ
の
他
の
言
葉

を
圧
倒
し
て
い
き
、
学
術
的
・
法
律
的
な
用
語
と
し
て
定
着
す
る
。「
宗

門
」
や
「
法
教
」
な
ど
も
あ
る
時
期
ま
で
は
広
く
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、

こ
れ
ら
は
や
が
て
有
効
な
翻
訳
語
と
し
て
み
な
さ
れ
な
く
な
り
、
最
終

的
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

（
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
「
宗
教
概
念
と
日
本
―R

eligion

と
の
出

会
い
と
土
着
思
想
の
再
編
成
」
二
四
七
頁
）

　

ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
、「
宗
門
」「
宗
旨
」
と
い
っ
た
言
葉
が
近
世
に
お
い
て
は
、

仏
教
各
宗
と
、「
切
支
丹
宗
門
」（
あ
る
い
は
「
邪
宗
門
」）
と
し
て
の
キ
リ

ス
ト
教
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
が
同
じ
範

疇
に
あ
る
ラ
イ
バ
ル
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
近

世
に
お
い
て
成
立
し
た
『
宗
』
と
い
う
観
念
を
中
心
と
す
る
言
説
を
母
体
と

し
て
、
明
治
以
降
、
文
字
化
さ
れ
た
真
理

│
す
な
わ
ち
『
教
』

│
を
重

295
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奥山倫明

三

視
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
要
素
が
加
わ
る
こ
と
で
、
近
代
日
本
の
『
宗

教
』は
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
」と
説
い
て
い
る（
二
四
九

頁
）。

　

先
の
引
用
で
は
、「
宗
教
」
が
学
術
的
の
み
な
ら
ず
法
律
的
な
用
語
と
し

て
定
着
し
て
い
く
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
幕
末
の
開
国
期
に
あ
た
り
、

依
然
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
状
況
下
に
お
い
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
が

合
法
的

0

0

0

に
居
留
す
る
と
い
う
状
況
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
」
こ
と
で
、「
日

本
の
知
識
人
は
法
的
な
問
題
と
し
てreligion

に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
性

に
直
面
し
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
（
二
五
〇
頁
、傍
点
は
原
著
、以
下
同
様
）。

す
な
わ
ち
対
外
的
な
条
約
の
文
言
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
教
／
礼
拝
の
自

由
を
保
障
す
る
と
い
っ
た
文
脈
に
お
い
て
、religion

が
問
題
と
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
い
で
ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
島
地
黙
雷
の
議
論
に
つ
い
て
触
れ
た
の
ち
、
啓

蒙
的
な
『
明
六
雑
誌
』（
一
八
七
三
〜
七
五
年
）
に
お
け
るreligion

の
議

論
を
回
顧
し
、
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
に
つ
い
て
は
ま
だ
流
動
的
で
は

あ
っ
た
が
、「
教
」
が
「
政
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
政
教
関
係

と
い
う
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
過
程
で
、

religion

は
、
個
人
の
内
面
的
な
営
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な

る
と
い
う
（
二
五
三
―

二
五
六
頁
）。

　

ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
ま
た
、
仏
教
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
経
緯
に
つ
い
て
も
論
じ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
期
に
、
仏
教
も
ま
た
次
第
に
、（
新
た
に
成
立

し
つ
つ
あ
っ
た
）「
宗
教
」
の
範
疇
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
、
高
等
教
育
機
関
と
し
て
一
八
七
七
年
に
設
置
さ
れ

た
東
京
大
学
で
は
七
九
年
以
降
、
原
坦
山
（
一
八
一
九
―

一
八
九
二
）
に
よ

る
仏
典
関
係
の
講
義
が
導
入
さ
れ
、
や
が
て
一
八
八
二
年
に
は
「
哲
学
」
の

下
位
分
野
の
「
東
洋
哲
学
」
に
お
け
る
「
印
度
哲
学
」
と
い
う
位
置
づ
け
を

得
て
ゆ
く
の
で
あ
る
（
二
五
九
頁
）
1

（
注

）。
こ
れ
に
つ
い
て
ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
、「
宗

教
」
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
を
範
型
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
仏
教
を
宗
教
と

し
て
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
し
た
原
の
見
解
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
対

し
て
、
の
ち
に
帝
国
大
学
で
教
え
た
村
上
専
精
（
一
八
五
一
―

一
九
二
九
）

は
、
仏
教
が
哲
学
と
も
宗
教
と
も
捉
え
ら
れ
る
と
説
い
た
と
紹
介
し
て
い
る

（
二
六
〇
―

二
六
三
頁
）。
ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

〔
前
略
〕「
宗
教
」
の
み
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
り
、「
宗
教
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
哲
学
」
で
も
あ
る
仏
教
は
、
い
わ
ば
ハ
イ
ブ
リ
ッ

0

0

0

0

0

ド
な
構
築
物

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
主
張
し
た
専
精
の
立
場
は
、
そ
の
後
も
長
く
継

承
さ
れ
、
今
日
に
ま
で
続
い
て
い
る
。

　

専
精
が
提
示
し
た
、「
宗
教
」
で
あ
り
つ
つ
「
哲
学
」
で
も
あ
る
仏

教
の
理
解
は
、
法
的
・
社
会
的
な
枠
組
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
一
般
的

で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
大
学
制
度
に
お
い
て
、

仏
教
の
居
場
所
を
保
障
す
る
よ
う
な
学
問
的
語
り
の
枠
組
で
あ
っ
た
。

（
二
六
三
頁
）

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
宗
教
」「
仏
教
」
の
概
念
に
か
か
わ
る
問

題
に
加
え
、
国
公
立
の
研
究
・
教
育
機
関
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
取
り
扱
い

と
い
う
問
題
の
萌
芽
が

│
ま
ず
は
仏
教
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て

│
早
く
も

「
宗
教
」
概
念
の
形
成
期
に
見
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
教
育

と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
一
般
的
な
問
題
の
日
本
に
お
け
る
現
わ
れ
の
一
例

で
あ
る
。
た
だ
し
日
本
に
お
け
る
、
教
育
と
宗
教
と
の
関
係
は
、
ま
た
改
め

て
明
治
初
頭
の
状
況
か
ら
た
ど
っ
て
い
く
べ
き
課
題
だ
ろ
う
。

　

な
お
こ
こ
で
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
論
じ
た
近
代
日
本
に
お
け
る「
仏
教
」が「
宗

教
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
経
緯
は
、
近
年
の
「
近
代
仏
教
」
論
と

も
関
連
し
て
く
る
。
ク
ラ
ウ
タ
ウ
の
ま
た
別
の
議
論
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の

議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
文
脈
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

2
、「
宗
教
」
と
し
て
の
「
仏
教
」

　

こ
こ
で
い
っ
た
ん
、
日
本
の
仏
教
と
い
う
論
点
を
離
れ
て
、
仏
教
一
般
が

294

三



近代日本における宗教・教化・教育

四

一
九
世
紀
に
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
著
述
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
、
一
九
九
九
年

に
『
仏
教
と
西
洋
の
出
会
い
』
と
題
す
る
著
書
を
出
版
し
て
い
る
（
邦
訳
、

二
〇
一
〇
年
）。
こ
の
本
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
長
大
な
射
程
を
も
つ
が
、

特
に
序
論
で
記
さ
れ
る
、「『
仏
教
』
と
い
う
概
念
お
よ
び
言
葉
自
体
、
出
現

し
た
の
は
一
八
一
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
は
じ
め
て
、
い

ろ
い
ろ
な
テ
ク
ス
ト
や
開
祖
の
伝
記
を
通
じ
て
、
地
域
ご
と
に
異
な
る
形
態

を
も
っ
た
一
つ
の
偉
大
な
伝
統
と
し
て
、
仏
教
が
『
発
見
』
さ
れ
た
の
で
あ

る
」（
九
頁
）
と
い
う
記
述
に
注
目
し
、
こ
の
一
九
世
紀
初
頭
の
西
洋
に
お

け
る
仏
教
の
発
見
の
経
緯
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
と
り
わ
け
、こ
こ
で
は「
宗

教
」
と
い
う
概
念
と
の
関
係
に
関
心
を
向
け
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
か
い
つ

ま
ん
で
言
え
ば
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
西
洋
に
お
け
る
仏
教
と
の
出
会
い
は

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

十
九
世
紀
初
頭
以
来
、
仏
教
は
い
く
つ
か
の
特
定
の
時
期
に
数
次
に

わ
た
る
波
と
な
っ
て
西
洋
に
「
浸
透
」
し
た
こ
と
が
徐
々
に
わ
か
っ
て

き
た
。
そ
れ
は
、
科
学
技
術
に
よ
る
近
代
化
と
世
俗
化
の
過
程
が
極
度

に
進
む
一
方
で
、
こ
の
近
代
化
の
進
展
に
対
す
る
反
動
と
し
て
宗
教
意

識
が
目
覚
め
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
魔
術
思
想
が
復
活
し
た
時
期
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
仏
教
が
本
当
の
意
味
で
初
め
て
西
洋
に
浸
透
し
た
の

は
、
十
九
世
紀
前
半
で
あ
り
、
啓
蒙
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
物
質
主

義
の
進
展
に
対
し
て
ロ
マ
ン
主
義
者
が
展
開
し
た
、「
東
洋
ル
ネ
サ
ン

ス
」
に
乗
じ
て
で
あ
っ
た
。
数
十
年
の
間
に
、
原
始
仏
教
大
蔵
経
の
主

要
典
籍
、
大
乗
の
代
表
的
論
書
が
翻
訳
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
哲
学
な
の
か
宗
教
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
教
え
は
、
学
問
研
究

と
い
う
狭
い
枠
を
は
る
か
に
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
理
解
さ
れ
、
論
議

さ
れ
、
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
熱
狂
的
な
興
奮
が
過
ぎ

る
と
、
哲
学
者
は
仏
教
に
虚
無
主
義
と
怖
ろ
し
い
虚
無
の
信
仰
し
か
見

出
さ
な
く
な
り
、
興
味
を
な
く
し
た
。

　

し
か
し
、
十
九
世
紀
の
最
後
の
三
十
年
間
に
、
仏
教
熱
が
再
燃
し
た
。

物
質
主
義
的
科
学
と
教
条
的
宗
教
の
中
間
の
第
三
の
道
と
し
て
、「
秘

教
的
仏
教
」
を
構
築
し
よ
う
と
模
索
し
て
い
た
神
智
学
協
会
が
強
く
押

し
出
し
た
チ
ベ
ッ
ト
神
話
と
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
ブ
ッ
ダ
像
と
に
、
多

く
の
人
々
が
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
人
た
ち
は
初
め
て
ダ
ル
マ
に

改
宗
し
、
そ
の
「
近
代
性
」
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
仏
教
は
、
圧

倒
的
な
科
学
主
義
と
合
理
主
義
に
直
面
し
て
出
現
し
た
秘
教
諸
潮
流
を

介
し
て
、十
九
世
紀
末
に
西
洋
人
の
集
団
的
想
像
界
に
根
を
下
ろ
し
た
。

（『
仏
教
と
西
洋
の
出
会
い
』
一
五
頁
〔
訳
文
一
部
改
変
〕）

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
一
九
世
紀
の
「
東
洋
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
東
洋
諸
語
の
理
解
の
深
ま
り
と
、
諸
聖
典
テ
ク
ス
ト
の
西
洋
諸

語
へ
の
翻
訳
が
引
き
起
こ
し
た
知
的
な
流
行
現
象
を
指
し
て
い
る
（
以
下
こ

の
段
落
は
第
Ⅱ
部
第
一
章
「
東
洋
ル
ネ
サ
ン
ス
」
か
ら
の
要
約
）。
イ
ン
ド

＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
へ
の
注
目
も
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
て
く
る
。
た
だ
し
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
よ
り
も
、
仏
教
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解

は
遅
れ
た
。
一
八
三
〇
年
頃
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
ケ
ー
レ
＝
チ
ョ
マ
が
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
に
つ
い
て
の
紹
介
を
開
始
し
、
少
し
あ
と
で
フ
ラ
ン
ス
人
ア
ベ
ル
・

レ
ミ
ュ
ザ
が
中
国
仏
教
に
つ
い
て
の
紹
介
を
開
始
し
た
。
こ
の
頃
、
フ
ラ
ン

ス
人
学
者
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
パ
ー
リ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を

通
じ
て
仏
教
研
究
を
始
め
て
お
り
、一
八
四
四
年
に『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』、

一
八
五
二
年
に
翻
訳
に
解
説
を
付
し
た
『
法
華
経
』
を
刊
行
す
る
に
い
た
る
。

　

一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
仏
教
が
特
に
衝
撃

を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
、
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
匹
敵
す
る
宗
教

で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
よ
り
も
多
く
の
信
者
を
抱
え
る
と
捉
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
（
八
四
頁
）。
キ
リ
ス
ト
教
に
匹
敵
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、

イ
エ
ス
と
ブ
ッ
ダ
の
類
比
性
、
こ
の
二
宗
教
が
と
も
に
、
そ
の
淵
源
と
な
っ

た
宗
教

│
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
と
バ
ラ
モ
ン
教

│
を
乗
り
越
え
た
も
の

で
あ
っ
た
点
、
さ
ら
に
は
と
も
に
社
会
改
革
の
要
素
を
も
つ
点
な
ど
に
注
目
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五

が
集
ま
っ
た
（
八
六
―

八
七
頁
）。
思
想
的
に
も
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
に
匹

敵
す
る
も
の
と
し
て
、仏
教
の
慈
悲
が
受
け
止
め
ら
れ
た
（
九
〇
―

九
一
頁
）。

や
が
て
仏
教
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
が
唯
一
偉

大
な
普
遍
宗
教
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
相
対
化
」
す
る
う
え
で
援
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
九
二
頁
）。
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
こ
の
例
を
、
ジ
ュ
ー
ル
・

ミ
シ
ュ
レ
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
ら
に
見
出
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
教
義

へ
の
批
判
や
否
定
、
仏
教
を
論
難
し
た
う
え
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
擁
護
論
も

出
て
く
る
。

　

ル
ノ
ワ
ー
ル
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
一
七
八
八
―

一
八
六
〇
）
と
ニ
ー

チ
ェ
（
一
八
四
四
―

一
九
〇
〇
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
章
を
割
い
て
、
両
者

の
仏
教
観
を
論
じ
て
い
る
。こ
こ
で
は
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
展
開
す
る
比
較
思
想
・

比
較
哲
学
的
な
議
論
を
詳
細
に
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
、
要
点
の
み
記
し
て

お
こ
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
仏
教
観
は
、
今
日
の
西
洋
人
の
見
解
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
一
頁
）。
そ
れ
は
仏

教
を
厭
世
主
義
と
捉
え
る
誤
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
実
際
に
は
仏

教
は
、
苦
を
認
識
し
た
う
え
で
の
そ
の
克
服
の
方
法
と
実
践
（「
中
道
」
に

よ
る
）
の
教
示
で
あ
る
か
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
の
類
似
が

あ
る
と
は
い
え
、
厭
世
主
義
と
捉
え
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
今
日

に
至
る
ま
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
仏
教
の
同
一
視
が
見
ら
れ

る
と
い
う
（
一
二
一
頁
）。

　

ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
介
し
て
仏
教
を
発
見
し
た

（
ワ
ー
グ
ナ
ー
そ
の
他
の
影
響
も
あ
る
、
一
二
四
頁
以
下
）。
ル
ノ
ワ
ー
ル
に

よ
る
と
そ
の
影
響
か
ら
一
生
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
、「
最

初
は
熱
狂
的
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
仏
教
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

も
ろ
と
も
、
厭
世
主
義
の
古
代
お
よ
び
現
代
に
お
け
る
極
度
に
行
き
過
ぎ
た

表
わ
れ
と
み
な
し
て
斥
け
た
」
と
言
わ
れ
る
（
一
二
四
頁
）。
ニ
ー
チ
ェ
の

用
語
で
は
生
に
対
す
る
敵
意
を
表
わ
す
思
想
は
虚
無
主
義
と
さ
れ
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
、
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
仏
教
も
虚
無
主
義
と
し
て
批

判
さ
れ
る
（
一
二
八
―

一
二
九
頁
）。
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
ニ
ー
チ
ェ
の
仏
教
観
の

変
遷
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
は
一
見
複
雑
で
、
変
化
す
る
よ
う
に

見
え
る
が
、本
質
的
に
は
一
貫
性
が
あ
る
。
最
初
は
、自
ら
の
師
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
称
賛
に
繋
が
る
好
意
的
立
場
か
ら
出
発
し
、
師
の

思
想
と
の
決
別
が
は
っ
き
り
し
、
決
定
的
に
な
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
批

判
的
に
な
っ
た
。
次
い
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
と
キ
リ
ス
ト

教
同
様
、
仏
教
も
、
厭
世
主
義
的
、
虚
無
主
義
的
、
頽
廃
的
教
義
と
し

て
拒
絶
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較

し
て
、
仏
教
哲
学
の
す
ぐ
れ
た
点
は
強
調
し
て
や
ま
な
い
。
最
後
に
彼

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
・
文
化
の
動
向
に
関
し
て
、
新
し
い
仏
教
を
受

け
入
れ
る
機
運
が
熟
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
。
こ

こ
で
彼
の
言
う
新
し
い
仏
教
と
は
、
苦
し
み
を
拒
否
す
る
教
義
と
し
て

貶
め
ら
れ
た
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
仏

教
の
間
の
「
根
本
的
な
見
解
の
相
違
」
は
、
実
に
こ
の
、
苦
し
み
に
対

す
る
対
応
に
こ
そ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
一
三
二
頁
〔
原
文
に
合
わ
せ

括
弧
に
よ
る
強
調
を
補
っ
た
〕）

こ
の
苦
し
み
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
理
解
に
お
け
る
仏
教
は
虚

無
主
義
的
叡
智
を
提
示
す
る
も
の
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
は
悲
劇
的
叡
智
、

す
な
わ
ち
「
生
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
苦
し
み
の
『
肯
定
』、
あ
る
が
ま

ま
の
世
界
の
受
容
、
存
在
し
よ
う
と
い
う
意
志
」
を
示
し
て
い
る
（
同
頁
）。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
厭
世
主
義
と
し
て
の
仏
教
理
解
と
同
様
、

ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
こ
う
し
た
虚
無
主
義
と
し
て
の
仏
教
理
解
も
、
ル
ノ

ワ
ー
ル
は
正
当
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
（
一
三
三
頁
）。

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
と
関
連
し
て
、
仏
教
を
「
虚

無
の
信
仰
」
と
捉
え
る
見
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
仏
教
教
義
で
あ
る
「
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）」
の
解
釈
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
た
だ
し
ル
ノ
ワ
ー

ル
は
、「『
虚
無
』
と
い
う
西
洋
の
言
葉
が
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
い
う
概
念
が
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六

含
む
意
味
の
一
部
に
相
当
す
る
と
し
て
も
、そ
う
置
き
換
え
て
し
ま
っ
て
は
、

原
語
の
意
味
お
よ
び
属
性
は
極
度
に
縮
小
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
注
意
を
向
け

て
い
る
（
一
四
八
頁
）。
な
お
仏
教
に
つ
い
て
の
西
洋
の
短
絡
的
な
理
解
は

現
代
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
を
厭
世
的
な
も
の

と
捉
え
た
例
と
し
て
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
ロ
ー
マ
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世

の
一
九
九
四
年
に
原
著
刊
行
の
著
書
『
希
望
の
扉
を
開
く
』
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
た
（
一
五
一
―

一
五
二
頁
）。

　

一
九
世
紀
の
西
洋
に
お
け
る
仏
教
と
の
出
会
い
と
い
う
文
脈
を
、
再
び
日

本
の
状
況
に
つ
な
げ
て
み
よ
う
。
ク
ラ
ウ
タ
ウ
の
「
宗
教
」
概
念
を
め
ぐ
る

議
論
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
し
た
が
、
彼
は
ま
た
、
二
〇
一
二
年
に
刊
行

し
た
自
身
の
著
書
『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』
で
「
仏
教
」
概

念
に
つ
い
て
も
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
過
去
二
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に

著
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
ま

と
め
た
内
容
の
要
点
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
ま
で
に
大
英
帝
国
の
植
民
地
行
政
と
の
密
接
な
関
連
の
な
か
で

見
出
さ
れ
た
「
仏
教
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
た
ち
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ス
ト
的
な
想
像
力
に
よ
り
」
集
成
さ
れ
た
文
献
と
し
て
の
仏
教
に
な
っ
て
い

く
（『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』
二
〇
―

二
一
頁
）。
そ
う
し
た

文
献
解
釈
の
場
面
に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
各
地
の
現
地
社
会
の
知
識
人
は
無

用
の
存
在
に
な
る
。「
仏
教
教
義
の
体
系
化
、仏
教
の『
正
し
い
』姿
や『
誤
っ

た
』
姿
な
ど
、
そ
れ
を
定
め
る
の
は
『
東
洋
』
に
お
い
て
『
仏
教
』
を
実
践

す
る
者
で
は
な
く
、
欧
州
の
非
仏
教
徒
の
学
者
で
あ
っ
た
」（
二
一
頁
）。
こ

う
し
た
見
方
か
ら
す
る
と
、
ア
ジ
ア
各
地
の
現
実
の
仏
教
は
、「
理
想
化
さ

れ
た
ブ
ッ
ダ
の
行
動
や
教
義
と
乖
離
し
」、「
衰
微
」
し
た
様
相
を
呈
す
る
も

の
と
受
け
取
ら
れ
た
。
大
乗
仏
教
も
ま
た
然
り
で
あ
る
（
同
頁
）。
こ
う
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
東
洋
学
）
に
よ
る
構
築
物
と
し
て

の
「
仏
教
」
が
、
ま
た
ア
ジ
ア
各
国
に
も
還
流
し
、「
ア
ジ
ア
各
国
に
い
る

仏
教
者
自
身
が
自
ら
の
実
践
を
す
す
め
る
上
で
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
く
」

（
二
三
頁
）。

　

日
本
の
仏
教
者
に
と
っ
て
、
ま
た
日
本
仏
教
や
大
乗
仏
教
を
専
門
と
す
る

仏
教
学
者
に
と
っ
て
も
、
大
乗
仏
教
、
な
か
で
も
日
本
仏
教
を
純
粋
な
仏
教

か
ら
の
逸
脱
と
捉
え
る
見
方
は
、
お
そ
ら
く
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

西
洋
的
学
知
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
近
代
日
本
の
仏
教
研
究
者
た
ち
が
大
乗

仏
教
、
日
本
仏
教
を
い
か
よ
う
に
再
定
位
し
て
い
っ
た
の
か
が
、
こ
う
し
て

ク
ラ
ウ
タ
ウ
の
関
心
の
一
つ
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
う
し
た
関
心
は
、

昨
今
、議
論
が
活
発
な
、「
近
代
仏
教
」
と
い
う
概
念
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
で
出
て
く
る
「
近
代
仏
教
」
と
い
う
概
念
を
標
題
に
組
み
込
み
な
が

ら
、
大
谷
栄
一
は
著
書
『
近
代
仏
教
と
い
う
視
座
―
戦
争
・
ア
ジ
ア
・
社
会

主
義
』に
お
い
て
主
題
化
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
章
は「『
近
代
仏
教
に
な
る
』

と
い
う
物
語
―
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
の
新
た
な
視
座
」と
題
さ
れ
て
い
る
。

大
谷
は
そ
こ
に
お
い
て
、（
星
野
靖
二
の
引
用
で
見
た
）
磯
前
順
一
の
提
示

し
た
近
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
に
見
ら
れ
る
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
よ

り
は
ビ
リ
ー
フ
を
重
視
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
的
な
捉
え
方
が
、
近

代
仏
教
の
捉
え
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（『
近
代

仏
教
と
い
う
視
座
』一
八
頁
）。
そ
の
た
め
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
で
は
、「
ビ

リ
ー
フ
重
視
で
在
家
者
（
あ
る
い
は
革
新
的
な
出
家
者
、
還
俗
者
）
を
主

な
担
い
手
と
す
る
仏
教
者
た
ち
や
仏
教
集
団
に
よ
る
仏
教
改
革
の
思
想
や
運

動
」
が
主
要
な
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
二
〇
頁
）。
こ
の
対
象
を

大
谷
は
「（
狭
義
の
）
近
代
仏
教
」
と
し
て
概
念
化
し
、研
究
者
の
み
な
ら
ず
、

在
家
主
義
的
な
近
代
仏
教
の
思
想
家
・
運
動
家
た
ち
と
い
っ
た
当
事
者
自
身

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
二
九
―

三
〇
頁
）。
そ
う
し
た

背
景
を
確
認
し
た
う
え
で
、
大
谷
は
、
近
代
仏
教
に
お
け
る
「
近
代
性
」
の

再
検
討
と
と
も
に
、
近
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
変
動
（
世
俗
化
と
脱
世
俗
化

／
脱
聖
化
と
再
聖
化
の
過
程
）
の
研
究
や
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
化
と
宗

教
の
比
較
研
究
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
（
三
〇
―

三
六
頁
）。

　

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
対
外
関
係
な
ら
び

に
国
内
の
政
治
社
会
状
況
と
の
関
係
の
な
か
で
、「
宗
教
」
が
概
念
と
し
て

定
着
し
て
い
き
、
そ
の
「
宗
教
」
の
一
つ
と
し
て
「
仏
教
」
も
ま
た
位
置
づ
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七

け
ら
れ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
代
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
「
仏
教
」

が
「
宗
教
」
と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
そ
の
際
、
仏
教

研
究
を
推
進
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
た
ち
の
仏
教
理
解
が
、
ア
ジ

ア
に
お
け
る
仏
教
の
思
想
家
、
運
動
家
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
仏
教

の
近
代
化
、
ま
た
近
代
的
宗
教
と
し
て
の
近
代
仏
教
が
、
そ
う
し
た
時
代
状

況
の
な
か
で
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
は
、
特
に
近
代
国

民
国
家
の
政
策
と
の
関
係
で
重
要
な
問
題
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
こ
の
主
題

も
ま
た
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
独
特
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
れ
を

次
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

3
、「
教
化
」
と
い
う
政
策

　

今
日
、「
教
育
」
と
「
宗
教
」
は
、
異
な
る
文
化
の
領
域
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。た
だ
し
近
代
日
本
の
国
家
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
と
、

そ
の
近
接
性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
現
在
、
教
育
を
管
掌
す

る
行
政
機
関
と
し
て
文
部
科
学
省
）
2

（
注

が
あ
る
が
、
そ
の
外
局
と
し
て
文
化
行
政

を
司
る
文
化
庁
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
管
轄
の
一
つ
に
宗
教
行
政
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
（
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
）。
つ
ま
り
教
育
も
宗
教
も
、
基
本

的
に
は
文
部
科
学
省
が
担
当
す
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
、「
教
化
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
た
興

味
を
惹
か
れ
る
。
こ
の
語
を
「
き
ょ
う
け
」「
き
ょ
う
げ
」
と
読
む
と
き
に

は
仏
教
的
な
概
念
と
な
る
。
仏
教
の
文
脈
を
離
れ
た
読
み
方
と
し
て
、「
き
ょ

う
か
」
が
あ
る
。
そ
の
含
意
を
「
教
え
て
同
化
さ
せ
る
こ
と
」
と
捉
え
る
と
、

そ
の
「
教
え
」
の
性
格
に
よ
り
、「
教
化
」
は
、「
教
育
」
に
も
「
宗
教
」
に

も
含
ま
れ
う
る
作
用
・
行
動
だ
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
教
化
」
が
明
治
前
期
の
日
本
に
お
い
て
国
家
的
な
課
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
谷
川
穣
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
）
3

（
注

。
彼
の
著
作
『
明
治
前
期

の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』（
二
〇
〇
八
）、「
明
治
維
新
と
仏
教
」（
二
〇
一
一
）

と
「
教
育
・
教
化
政
策
と
宗
教
」（
二
〇
一
四
）
を
参
考
に
、当
時
の
「
教
化
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
振
り
返
っ
た
う
え
で
、
次
節
に
お
い
て
当
時
の

宗
教
行
政
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
小
川
原
正
道
『
大
教
院
の
研
究
―
明
治

初
期
宗
教
行
政
の
展
開
と
挫
折
』（
二
〇
〇
四
）
を
参
照
し
て
、
こ
の
時
期

の
問
題
と
し
て
の
「
教
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

　

谷
川
は
近
代
国
家
に
お
け
る
宗
教
と
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
端
的
に

こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
は
近
代
国
家
を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、

学
校
教
育
に
よ
る
「
国
民
」
形
成
を
め
ぐ
り
宗
教
と
の
葛
藤
を
惹
起
し

た
。
こ
の
厄
介
な
問
題
を
解
消
す
べ
く
、
い
く
つ
か
の
国
で
は
教
育
の

世
俗
化
、
も
し
く
は
政
教
分
離
と
い
う
理
念
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
過
程
は
実
の
と
こ
ろ
、
日
本
列
島
で
も
同
時
に
進
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

（『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』
六
頁
）

な
お
、
政
教
分
離
と
い
う
理
念
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
今
日
で
も
依

然
と
し
て
や
や
曖
昧
な
ま
ま
の
状
況
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
別
の
拙
論
で
触

れ
て
お
い
た
（
奥
山
倫
明
「
政
教
分
離
を
再
考
す
る
」）。

　

さ
て
こ
こ
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
制
度
史
的
な
背
景
を
押
さ
え
て

お
こ
う
）
4

（
注

。
今
日
の
文
部
科
学
省
の
前
身
、
文
部
省
が
設
立
さ
れ
た
の
が
、

一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
で
あ
る
。
翌
七
二
年
、
日
本
最
初
の
学
校
に
か

か
わ
る
法
制
「
学
制
」
が
公
布
さ
れ
た
（
一
八
七
九
年
に
廃
さ
れ
「
教
育
令
」

公
布
）。
こ
の
年
に
は
、「
教
部
省
」
と
い
う
中
央
官
庁
も
設
立
さ
れ
て
い
る
。

谷
川
穣
は
こ
の
時
期
の
「
教
育
」
と
「
教
化
」
に
つ
い
て
、
両
政
策
の
明
確

な
違
い
が
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
う
え
で
、「
そ
れ
ら
『
教

化
』
と
近
代
学
校
『
教
育
』
の
重
な
り
を
は
っ
き
り
分
離
す
べ
き
だ
と
い
う

よ
う
な
常
識
は
、
政
府
に
お
い
て
希
薄
だ
っ
た
（
そ
も
そ
も
学
制
に
は
『
教

育
』
と
い
う
語
が
一
切
出
て
こ
な
い
）」
と
記
し
て
い
る
（「
教
育
・
教
化
政
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策
と
宗
教
」
二
七
六
頁
）。「
教
化
」
と
「
教
育
」
と
の
境
界
が
不
明
確
だ
っ

た
こ
の
時
期
に
、
文
部
省
と
は
別
に
設
立
さ
れ
（
一
八
七
二
年
か
ら
翌
年
に

は
両
省
は
一
時
合
併
）、
一
八
七
七
年
に
は
早
々
と
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
時

代
の
あ
だ
花
の
よ
う
な
行
政
機
関
、「
教
部
省
」
が
、
ま
ず
は
こ
こ
で
の
関

心
の
対
象
と
な
る
。

　

明
治
初
め
の
数
年
間
は
行
政
機
関
の
制
度
・
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
安

定
が
見
ら
れ
ず
、
改
編
・
改
称
が
続
い
た
。
教
部
省
の
前
身
と
し
て
は
、
神

社
（
神
祇
）
に
か
か
わ
る
監
督
官
庁
と
し
て
、
い
く
ど
か
の
名
称
変
更
を
経

て
直
近
に
お
い
て
神
祇
省
（
一
八
七
一
年
）
と
い
う
機
関
と
、
同
じ
く
組
織

改
編
と
名
称
変
更
を
経
て
直
近
で
の
呼
称
で
言
う
と
こ
ろ
の
大
蔵
省
戸
籍
寮

社
寺
課
（
一
八
七
一
年
）
が
あ
っ
た
。
神
祇
省
の
前
身
、
神
祇
官
で
は
「
宣

教
」
が
職
掌
事
項
の
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、「
大
教
宣
布
」
を
担
う
べ
く
「
宣

教
使
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
宣
教
使
は
神
祇
省
に
も
引
き
継
が
れ
た
が
、

一
八
七
二
年
に
神
祇
省
に
代
わ
っ
て
教
部
省
が
置
か
れ
る
と
、「
教
導
職
」

へ
と
改
変
さ
れ
る
。

　
「
教
部
省
」
に
関
連
す
る
明
治
初
期
の
用
語
法
を
具
体
的
に
見
る
た
め
に
、

ま
ず
は
一
八
七
一
年
（
辛
未
）
十
二
月
の
「
教
部
省
設
置
等
の
儀
に
付
左
院

建
議
」
の
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う
（『
公
文
録
神
祇
之
部
』、
国
立
公
文
書

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）。

一 

、
教
部
省
を
置
き
道
学
に
属
す
る
在
来
の
諸
教
道
の
事
務
を
総
管
せ

し
め
神
教
及
び
儒
仏
共
各
教
正
を
置
き
生
徒
を
教
育
し
人
民
を
善
導

せ
し
む
べ
し
。
凢
中
外
の
宗
門
甚
多
し
て
其
邪
正
を
取
捨
す
る
は
至

て
重
事
と
す
。
然
る
に
宗
教
を
遵
奉
し
一
家
一
身
を
托
し
祈
る
は
彼

我
共
に
免
れ
ざ
る
の
民
情
な
り
。
故
に
我
政
府
よ
り
設
け
置
く
所
の

法
律
に
違
犯
す
る
の
宗
教
あ
ら
ば
断
然
之
れ
を
裁
除
す
る
の
権
力
有

ら
し
む
べ
き
事
。

一 

、
天
御
中
主
を
以
て
開
元
造
化
の
主
神
と
し
、
天
照
太
神
を
以
て
皇

上
万
世
の
元
祖
と
可
奉
仰
事
。

一 

、
共
和
政
治
の
学
を
講
じ
国
体
を
蔑
視
し
新
教
を
主
張
し
民
心
を
煽

動
す
る
類
間
々
或
は
之
れ
有
り
。
抑
我
帝
国
の
権
力
他
の
国
体
と
比

較
し
て
之
を
議
す
る
を
得
ず
。
後
世
或
は
祖
宗
神
霊
を
誤
り
認
て
教

法
主
と
看
做
さ
ん
事
を
恐
る
。
是
教
部
省
を
置
所
以
也
。（
カ
タ
カ

ナ
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
、
新
字
を
用
い
、
濁
点
と
句
読
点
を
付
し
た
）

　

構
想
さ
れ
て
い
る
教
部
省
が
「
道
学
」
の
「
諸
教
道
」
を
管
掌
し
、
そ
こ

に
は
「
神
教
」
と
儒
仏
の
代
表
者
と
し
て
の
「
教
正
」
を
置
く
べ
き
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
（「
宗
教
」
と
い
う
概
念
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
）。
こ
の
た
め
の
中
央
官
庁
と
し
て
、
教
部
省
が
一
八
七
二
年
に

設
置
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
月
十
四
日
の
太
政
官
布
告
が
「
神
祇
省
を
廃

し
教
部
省
を
置
く
」
と
し
、
同
月
十
八
日
に
「
教
部
省
職
制
並
事
務
章
程
制

定
」
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
教
部
省
が
「
社
寺
」
を
司
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
教
部
省
の
「
教
」
と
は
社
寺
、
す
な
わ
ち
神
社
と
寺
院

を
対
象
と
し
、そ
れ
ら
が
の
ち
に
固
ま
っ
て
い
く
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の「
宗

教
」
の
中
核
を
占
め
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
教
部
省
の
設
置
に
つ
い
て
谷

川
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

同
省
は
神
祇
省
の
教
化
事
業
や
、
地
方
官
の
社
寺
支
配
業
務
を
ひ
き
つ

い
だ
。
そ
れ
に
キ
リ
ス
ト
教
対
策
や
、
教
化
体
制
へ
の
協
力
を
と
り
つ

け
る
べ
く
真
宗
へ
の
配
慮
も
示
し
た
。
教
部
省
設
置
と
同
日
付
で
、
政

府
文
書
上
で
の
表
記
を
「
一
向
宗
」
か
ら
「
真
宗
」
へ
改
め
、
東
西
本

願
寺
法
主
の
地
方
巡
回
認
可
や
華
族
の
地
位
授
与
な
ど
を
定
め
た
の
で

あ
る
。（「
明
治
維
新
と
仏
教
」
四
一
―

四
二
頁
）

本
願
寺
は
「
一
向
宗
」
と
い
う
他
称
を
好
ま
ず
江
戸
時
代
初
頭
か
ら
改
宗
を

求
め
て
い
た
が
、
こ
れ
が
よ
う
や
く
明
治
政
府
の
も
と
で
認
め
ら
れ
た
。
こ

の
背
景
に
明
治
期
の
政
治
家
・
政
府
要
人
た
ち
と
真
宗
と
の
人
的
な
関
係
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
四
二
頁
）。
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教
部
省
の
管
轄
事
項
と
し
て
一
八
七
二
年
四
月
に
定
め
ら
れ
た
の
が
「
教

導
職
」
と
い
う
職
制
で
あ
り
、
神
官
、
僧
侶
ら
を
そ
の
職
に
任
命
す
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
（「
教
導
職
」
は
一
八
八
四
年
に
廃
止
）。「
教
導
」
の
内
容

と
し
て
は
、
同
月
、「
三
条
の
教
則
」
が
定
め
ら
れ
た
。

　
　

第
一
条　

敬
神
愛
国
の
旨
を
体
す
べ
き
事

　
　

第
二
条　

天
理
人
道
を
明
に
す
べ
き
事

　
　

第
三
条　

皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
む
べ
き
事

　

そ
の
の
ち
、
同
年
五
月
に
、
仏
教
諸
宗
派
の
代
表
連
名
に
よ
る
「
大
小
教

院
設
立
願
書
」
を
受
け
て
、
翌
七
三
年
一
月
に
は
「
大
教
院
」
の
建
築
が
許

可
さ
れ
、
大
教
院
を
中
心
に
、
各
府
県
に
設
置
の
中
教
院
、
各
地
の
寺
社
に

設
置
の
小
教
院
を
通
じ
て
、
教
化
運
動
の
推
進
・
指
導
が
実
施
さ
れ
る
体
制

が
目
指
さ
れ
て
い
く
。

　

教
部
省
、
教
導
職
に
よ
る
教
化
の
時
代
は
、
谷
川
穣
に
よ
る
と
、
教
育
、

教
化
、
宗
教
（
仏
教
）
の
「
交
錯
」
す
る
時
代
だ
が
、
そ
れ
は
彼
の
言
葉
に

よ
る
と
「『
教
』
の
時
代
」
と
し
て
概
括
さ
れ
る
（『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・

仏
教
』
一
八
頁
）。
な
お
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

表
現
自
体

│
「
教
育
」「
教
化
」「
宗
教
」
が
す
で
に
自
明
視
さ
れ
る
も
の

と
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
表
現

│
が
与
え
か
ね
な
い
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ

ム
を
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
今
、
保

持
し
て
い
る
、「
教
育
」
や
「
宗
教
」
と
い
う
す
で
に
弁
別
さ
れ
た
概
念
を
、

遡
及
的
に
こ
の
時
代
に
投
影
す
る
こ
と
は
可
能
な
か
ぎ
り
慎
む
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。
谷
川
自
身
、「『
教
育
』
と
『
宗
教
』
が
次
第
に
峻
別
さ
れ
、
や
が

て
全
く
別
領
域
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
認
識
の
あ
り
よ
う
」
に
注
目
し
、
問

題
の
所
在
を
こ
う
示
し
て
い
る
。

未
分
化
か
つ
包
括
的
な
「
教
」
の
語
を
付
し
た
、
教
育
、
教
化
、
そ
し

て
宗
教
と
い
う
峻
別
し
が
た
い
三
者
が
、
具
体
的
に
い
か
な
る
葛
藤
を

経
て
、
峻
別
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
し
て
相
互
に

依
存
、
未
分
離
の
態
様
を
示
し
た
の
か
。
そ
れ
ら
を
明
治
前
期
の
多
様

な
場
に
即
し
て
考
察
・
展
望
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
上

す
る
。（
同
書
、
二
二
頁
）

こ
の
よ
う
に
谷
川
の
言
う
「『
教
』
の
時
代
」、
す
な
わ
ち
明
治
国
家
に
と
っ

て
国
民
の
「
教
化
」
が
課
題
と
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
教
育
や
宗
教
が
、

制
度
と
し
て
、
そ
し
て
概
念
と
し
て
分
節
化
さ
れ
析
出
し
て
い
っ
た
過
程
に

こ
そ
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
谷
川
の
研
究
自
体
は
「
宗
教
」

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
仏
教
」
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
近
代
的
な
概

念
で
あ
る
「
宗
教
」
よ
り
は
「
仏
教
」
の
方
が
実
体
と
し
て
自
明
視
し
や
す

い
と
い
う
点
で
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
る
危
険
は
少
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
と
は
言
っ
て
も
、
明
治
初
期
に
「
仏
教
」
そ
れ
自
体
が
「
宗
教
」
概
念

と
の
関
係
の
な
か
で
明
確
化
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
は
、
先
の
ク
ラ
ウ
タ
ウ
の

議
論
に
見
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

さ
て
谷
川
は
、前
掲
書
の
第
一
章
を
「
教
部
省
教
化
政
策
の
展
開
と
挫
折
」

と
題
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
、
教
部
省
設
置
と
教
導
職
任
命

を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
神
仏
合
同
で
の
民
衆
教
化
が
三
年
ほ
ど
で
頓
挫
し
、

一
八
七
五
年
頃
か
ら
は
仏
教
各
宗
派
が
独
自
の
教
育
に
乗
り
出
し
て
い
く
そ

の
経
緯
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
議
論
か
ら
、「『
教
』
の
時
代
」
の
教

化
政
策
か
ら
、
や
が
て
進
め
ら
れ
て
い
く
教
育
と
宗
教
の
分
離
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
こ
う
。

　

谷
川
は
、
一
八
七
二
年
一
一
月
に
教
部
大
丞
に
就
任
し
た
三
島
通
庸
が
教

化
活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
、教
化
内
容
の
充
実
を
目
指
し
て
「
十
一
兼
題
」

（
七
三
年
二
月
、
神
徳
皇
恩
、
人
魂
不
死
、
天
神
造
化
、
顕
幽
分
界
、
愛
国
、

神
祭
、
鎮
魂
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
大
祓
の
説
）
を
制
定
さ
せ
た
り
、
三

条
の
教
則
の
概
説
書
を
出
版
さ
せ
た
り
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
四
三
―

四
四
頁
）。
ま
た
七
三
年
三
月
の
文
部
省
達
に
よ
り
、
神
官
僧
侶
が
教
員
免

状
を
取
得
し
て
学
校
教
員
と
な
っ
て
神
社
寺
院
に
学
校
を
開
設
す
る
と
い
う
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一
〇

形
で
、
文
部
省
所
管
の
学
校
と
、
教
導
職
に
よ
る
説
教
所
と
が
重
な
り
合
い

な
が
ら
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
（
四
六
―

四
七
頁
）。
谷
川
は
こ

う
し
た
教
化
活
動
の
推
進
の
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
七
三
年
二
月
の
キ
リ
シ

タ
ン
禁
止
高
札
撤
廃
に
よ
っ
て
、
黙
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
対
抗
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
四
七
―

四
八
頁
）。

　

と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
教
育
と
教
化
と
を
兼
用
さ
せ
る
政
策
は
、
半
年
で
頓

挫
し
た
。
一
八
七
三
年
九
月
の
文
部
省
達
で
は
関
連
条
項
が
す
べ
て
削
除
さ

れ
た
と
い
う
（
五
〇
頁
）。
そ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
欧
米
の
教
育
制
度
を

視
察
し
て
い
た
田
中
不
二
麿
、
木
戸
孝
允
ら
に
よ
る
教
育
へ
の
キ
リ
ス
ト
教

の
影
響
を
除
外
す
べ
き
と
す
る
主
張
が
あ
っ
た
（
五
〇
―

五
二
頁
）。
文
部
大

丞
の
田
中
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
を
学
校
教
師
と
し
て
雇
用
し
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
教
導
職
も
ま
た
学
校
教
師
と
し
な
い
こ
と
を
方

針
と
し
た
（
五
二
頁
）。
そ
の
結
果
、
九
月
の
「
教
育
と
宗
教
の
分
離
」
に

い
た
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
谷
川
は
そ
の
分
離
が
徹
底
し
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
校
舎
と
寺
院
（
説
教
所
）
と
い
う
「
場
」
の
分
離
は
徐
々

に
進
ん
で
い
く
が
、
教
員
と
僧
侶
（
教
導
職
）
の
「
人
」
の
分
離
は
難

し
く
、
明
治
十
二
年
〔
一
八
七
九
年
〕
に
は
兼
務
を
実
態
追
認
的
に
解

禁
す
る
こ
と
に
な
る
。
対
象
こ
そ
大
人
と
子
ど
も
で
異
な
る
が
（
学
校

教
育
草
創
期
は
そ
れ
も
重
な
り
が
あ
っ
た
）、「
場
」
と
「
人
」
で
学
校

と
民
衆
教
化
は
重
な
り
、
後
者
が
排
除
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
説
教
活

動
の
不
振
に
拍
車
を
か
け
て
い
っ
た
。（「
明
治
維
新
と
仏
教
」五
一
頁
）

　

谷
川
は
ま
た
、
教
導
職
の
教
化
活
動
が
こ
の
過
程
に
お
い
て
、「
宗
教
」

と
見
な
さ
れ
て
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
も
注

目
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
五
三
頁
）。
そ
れ
を
受
け
て
、
教
化
の
内
容
は

一
八
七
三
年
後
半
か
ら
、「
開
化
」
的
知
識
に
重
心
を
移
し
て
い
っ
た
。
同

年
十
月
に
大
教
院
が
制
定
し
た
「
十
七
兼
題
」（
皇
国
国
体
、
皇
政
一
新
、

道
不
可
変
、
制
可
随
時
、
人
異
禽
獣
、
不
可
不
教
、
不
可
不
学
、
万
国
交
際
、

権
利
義
務
、
役
心
役
形
、
政
体
各
種
、
文
明
開
化
、
立
法
沿
革
、
国
法
民
法
、

富
国
強
兵
、
租
税
賦
役
、
産
物
製
物
）
は
、
先
の
「
十
一
兼
題
」
と
は
性
格

が
異
な
り
、
そ
う
し
た
開
化
的
動
向
を
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
（
五
四
頁
）。

　

ま
た
こ
の
間
、
一
八
七
二
年
一
月
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
を
行
な
っ
て
い

た
島
地
黙
雷
（
翌
年
七
月
帰
国
）
は
、
徐
々
に
政
教
分
離
、
信
教
の
自
由
の

考
え
に
傾
い
て
い
く
が
、
ま
た
、
初
等
教
育
に
お
け
る
宗
教
者
（
日
本
で

は
仏
僧
）
の
役
割
を
評
価
す
る
一
方
で
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対

す
る
防
御
の
意
識
を
高
め
て
も
い
る
（
以
下
、
島
地
黙
雷
に
つ
い
て
は
前
掲

書
、
第
一
章
第
三
節
参
照
）。
加
え
て
、
教
部
省
政
策
が
、
仏
教
に
対
し
て

批
判
的
で
あ
る
と
見
た
島
地
は
、
三
条
教
則
批
判
、
大
教
院
か
ら
の
仏
教
の

分
離
、
さ
ら
に
教
部
省
廃
止
を
求
め
る
建
言
書
を
順
次
、
打
ち
出
し
て
い
っ

た
。
一
八
七
四
年
五
月
の
建
議
で
は
、
僧
侶
に
よ
る
初
等
教
育
担
当
と
い
う

考
え
も
消
え
、
学
校
教
育
と
宗
教
・
宗
派
に
よ
る
教
育
の
分
離
を
説
く
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
実
際
、
同
月
に
は
、
教
部
省
の
達
に
よ
り
、「
教
院
は
学

校
と
区
別
せ
し
む
」
と
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

4
、
大
教
院
を
め
ぐ
る
紆
余
曲
折

　

と
こ
ろ
で
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
に
設
立
の
許
可
さ
れ
た
大
教
院

と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
小
川
原
正
道
の
研
究
を
主
に
参
照
し
て
検
討
し
て
お

こ
う
（
以
下
、『
大
教
院
の
研
究
』
第
一
章
を
要
約
）。
す
で
に
一
八
七
二
年

八
月
よ
り
仮
教
院
が
開
講
さ
れ
て
い
た
が
、
翌
七
三
年
一
月
に
は
元
紀
州
藩

邸
に
て
開
院
式
が
行
な
わ
れ
た
の
ち
、
二
月
に
芝
の
増
上
寺
に
移
転
し
、
大

教
院
は
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
た
。
も
と
も
と
神
仏
合
同
で
三
条
教
則
を

教
導
・
教
化
し
て
い
く
た
め
の
、
教
義
考
究
、
教
師
養
成
の
た
め
の
機
関
と

し
て
仏
教
諸
宗
派
に
よ
っ
て
設
置
が
願
わ
れ
た
機
関
だ
っ
た
が
、徐
々
に「
神

主
仏
従
」に
向
か
っ
て
い
っ
た
。と
り
わ
け
旧
神
祇
省
に
由
来
す
る
神
殿（
旧
・

八
神
殿
）
が
移
築
さ
れ
、
六
月
に
落
成
す
る
際
に
は
、
僧
侶
も
含
め
て
神
式
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奥山倫明

一
一

の
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
。

　

な
お
、
一
八
七
二
年
に
設
置
さ
れ
た
教
導
職
に
は
神
官
と
諸
宗
僧
侶
ら
が

充
て
ら
れ
て
い
た
が
（
翌
年
か
ら
は
神
官
僧
侶
に
か
ぎ
ら
ず
有
志
の
者
も
任

用
の
道
が
開
か
れ
る
）、
そ
の
う
ち
神
官
教
導
職
に
つ
い
て
は
、
東
西
に
分

割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
七
二
年
五
月
）。
こ
れ
は
一
八
七
三
年
一
月
の

教
部
省
達
で
は
東
西
両
部
の
名
号
が
廃
さ
れ
、「
一
般
に
神
道
と
称
せ
し
む
」

と
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、「
神
道
」
と
は
教
部
省
管
轄
下
の
教
導
職
の
神
官

に
付
さ
れ
る
用
語
と
な
る
。

　

一
八
七
三
年
三
月
に
定
め
ら
れ
た
「
大
教
院
事
務
章
程
並
教
導
職
職
制
」

に
は
、
大
教
院
の
設
置
に
つ
い
て
、「
大
教
院
は
神
道
及
七
宗
各
其
所
轄
の

教
職
且
中
小
教
院
よ
り
挙
る
所
の
教
徒
俊
秀
な
る
者
を
集
め
各
其
学
術
の
研

究
は
勿
論
遍
く
布
教
の
方
法
を
商
議
し
三
則
の
要
旨
を
講
明
す
る
が
為
め
に

設
る
所
な
り
」
と
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
十
月
に
定
め
ら
れ
た
「
大
教
院
規

則
」
で
は
、
全
二
十
三
条
中
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

第
一
条　

本
院
は
教
部
省
の
令
を
奉
じ
三
条
の
旨
趣
を
体
認
し
諸
教
導

職
の
材
識
を
長
育
す
る
所
な
り
。
故
に
輦
下
に
一
大
院
を
置
き
以
て
中

小
教
院
を
総
轄
す
る
事
。

第
二
条　

教
院
は
特
に
敬
神
の
実
を
表
し
衆
庶
の
標
準
と
な
ら
ざ
る
可

ら
ず
。
故
に
清
潔
の
地
を
択
び

天
之
御
中
主
大
神

高
皇
産
霊
大
神

神
皇
産
霊
大
神

皇
祖
天
照
大
御
神
を
奉
祀
し
以
て
畏
敬
の
礼
を
尽
す
事

　

但
平
素
衆
庶
の
参
拝
を
許
る
す

　

こ
う
し
て
仏
教
諸
宗
側
の
願
い
出
が
実
現
し
た
も
の
と
し
て
の
教
院
は
、

敬
神
の
理
念
を
具
体
化
し
た
場
所
と
し
て
実
現
し
て
い
く
。
こ
れ
を
小
川
原

は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

明
治
六
年
六
月
、
芝
増
上
寺
で
は
盛
大
な
大
教
院
開
院
祭
典
が
催
さ

れ
、
こ
こ
に
大
教
院
は
本
格
的
に
始
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
〔
中
略
〕
大
教
院
は
当
初
教
導
職
の
育
成
を
主
た
る
目
的
と
し
て
設

置
申
請
さ
れ
、
こ
れ
を
許
可
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
後
に
は
教
部
省
の
介

入
に
よ
っ
て
神
仏
合
同
機
関
と
な
り
、
さ
ら
に
、
神
殿
を
戴
く
儀
式
の

場
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
仏
教
機
関
↓
神
仏
合
同
機
関
↓
神

主
仏
従
機
関
と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
て
、
開
院
祭
典
を
迎
え
た
わ
け
で

あ
る
。（
前
掲
書
、
四
七
頁
）

　

大
教
院
の
担
っ
た
役
割
は
何
で
あ
っ
た
か
。
小
川
原
に
よ
る
と
、
教
導
職

の
育
成
、
教
義
書
の
出
版
や
出
版
許
可
、
大
教
院
神
殿
で
の
祭
祀
の
挙
行
、

教
導
職
に
よ
る
説
教
、
中
小
教
院
へ
の
指
導
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
と
概
観
し

て
い
る
（
前
掲
書
、
第
二
章
参
照
）。
特
に
教
義
、
説
教
の
「
教
」
の
内
容

と
し
て
は
一
八
七
二
年
の
三
条
の
教
則
に
加
え
て
、
七
三
年
二
月
に
は
十
一

兼
題
、
同
年
十
月
に
は
十
七
兼
題
が
加
え
ら
れ
た
。
先
に
挙
げ
た
谷
川
穣
も

小
川
原
も
と
も
に
、
十
一
兼
題
の
神
道
的
傾
向
と
十
七
兼
題
の
文
明
開
化
的

傾
向
を
認
め
て
い
る
。

　

な
お
、
教
導
職
の
補
任
と
人
数
に
関
す
る
小
川
原
の
説
明
を
引
用
し
て
お

こ
う
。具

体
的
な
補
任
の
方
法
は
当
初
、
教
部
省
が
神
官
お
よ
び
僧
侶
に
対
し

て
試
験
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
等
級
を
定
め
て
補
任
す
る
と
い

う
方
法
が
採
ら
れ
た
が
、
神
官
や
僧
侶
の
数
は
い
か
に
も
多
く
、
事
務

が
煩
瑣
に
過
ぎ
る
た
め
、
各
宗
の
管
長
が
神
官
お
よ
び
僧
侶
を
一
旦
教

導
職
「
試
補
」
に
任
命
し
、
試
験
を
受
け
さ
せ
て
等
級
を
決
定
し
た
の

ち
、
教
導
職
に
薦
挙
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
四
九
頁
）

ま
た
人
数
に
つ
い
て
、
正
確
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
以
下
の
数
値
を
挙
げ
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一
二

て
い
る
。

大
教
院
廃
止
半
年
前
の
明
治
七
年
十
二
〔
月
〕
時
点
で
の
教
導
職
の
数

は
仏
教
三
〇
四
三
人
、
神
道
四
二
〇
二
人
で
、
同
じ
頃
の
統
計
で
は
僧

侶
の
総
数
一
一
万
八
〇
一
四
人
、
神
官
の
総
数
九
七
八
〇
人
で
あ
る
か

ら
、
僧
侶
は
約
二
・
六
％
、
神
官
は
四
三
％
し
か
補
任
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
は
試
補
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な

総
数
と
は
い
え
な
い
。（
五
一
頁
）

　

な
お
大
教
院
が
担
っ
た
教
化
指
導
の
活
動
の
な
か
に
は
、
信
徒
結
社
で
あ

る
講
社
（
講
、
講
中
）
の
管
理
も
含
ま
れ
て
い
た
。
小
川
原
に
よ
る
と
、
教

部
省
・
大
教
院
は
、「
講
社
を
再
編
し
て
民
衆
教
化
に
動
員
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
」（
七
五
頁
）。
一
八
七
三
年
八
月
の
教
部
省
達
で
は
大
教
院
よ
り「
教

会
大
意
」
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
神
仏
（
黒
住
、
吐
普
加
美
、
富

士
、
御
嶽
、
不
動
、
観
音
、
念
仏
、
題
目
等
）
の
諸
講
中
の
教
会
設
立
の
た

め
の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
た
。

　

小
川
原
に
よ
る
と
、
教
部
省
の
所
管
で
あ
る
大
教
院
は
主
と
し
て
仏
教
側

か
ら
の
献
金
に
よ
り
運
営
さ
れ
た
が
、
資
金
の
不
足
、
ま
た
人
材
の
不
足
と

い
っ
た
問
題
に
よ
り
活
動
が
停
滞
し
て
い
っ
た
。
ま
た
島
地
黙
雷
は
、
神
官

と
僧
侶
の
合
同
に
よ
る
教
化
へ
の
批
判
か
ら
、
真
宗
の
大
教
院
か
ら
の
分
離

を
目
指
す
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
一
八
七
四
年
元
日
に
は
大
教

院
講
堂
が
放
火
に
よ
り
焼
尽
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
（
前
掲
書
、
第
五
章
参

照
）。

　

最
終
的
に
一
八
七
五
年
五
月
に
、
教
部
省
達
に
よ
り
「
神
仏
各
宗
合
併
布

教
差
止
各
自
教
院
を
設
け
布
教
せ
し
む
」
と
さ
れ
、
大
教
院
は
解
散
し
た
。

そ
の
後
、
同
年
十
一
月
に
は
教
部
省
口
達
書
に
よ
り
神
仏
各
宗
に
「
信
教
の

自
由
」
が
あ
る
旨
、
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
間
、
先
に
挙
げ
た
島
地
黙
雷
の
教
部
省
批
判
が
木
戸
孝
允
、
伊
藤
博

文
ら
の
同
意
も
得
て
い
っ
た
。
ま
た
神
道
家
の
側
か
ら
の
教
部
省
に
対
す
る

不
満
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
教
部
省
自
体
は
行
政
改
革
の
一

環
と
し
て
一
八
七
七
年
一
月
に
廃
止
さ
れ
、
内
務
省
に
新
設
さ
れ
た
社
寺
局

が
管
掌
事
務
を
引
き
継
い
だ
（
前
掲
書
、
第
六
章
参
照
）。
教
導
職
制
度
自

体
も
一
八
八
四
年
に
廃
止
さ
れ
る
。
社
寺
局
の
成
立
は
、
明
治
政
府
に
お
け

る
教
化
活
動
の
推
進
と
は
異
な
る
宗
教
行
政
の
管
掌
を
示
し
て
い
る
。
行
政

に
お
け
る
「
教
化
」
と
は
異
な
る
「
宗
教
」
の
位
置
づ
け
が
こ
こ
に
は
窺
え

る
が
、
し
か
し
な
が
ら
神
社
の
扱
い
に
は
依
然
と
し
て
、
曖
昧
な
点
が
あ
っ

た
。
宗
教
行
政
と
神
社
行
政
と
が
一
九
〇
〇
年
に
分
離
さ
れ
る
ま
で
、
混
乱

は
続
い
て
い
く
。

5
、
学
校
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
位
置

　

や
が
て
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
を
は
さ
ん
で
、
一
八
九
九
年
に
内
務
省

は
「
神
仏
道
以
外
の
宗
教
宣
布
竝
堂
宇
会
堂
等
に
関
す
る
規
程
」（
内
務
省

令
四
一
号
）
を
公
布
し
た
。
第
一
条
で
は
「
宗
教
の
宣
布
に
従
事
せ
ん
と
す

る
者
は
左
記
事
項
を
具
し
履
歴
書
を
添
え
其
住
所
、
住
所
な
き
と
き
は
居
所

を
管
轄
す
る
地
方
長
官
へ
届
出
べ
し　

一　

宗
教
の
名
称　

二　

布
教
の
方

法
〔
以
下
略
〕」
と
定
め
た
（『
宗
教
法
規　

完
』
二
〇
一
頁
）。
こ
の
内
務

省
令
四
一
号
に
は
、
次
の
よ
う
な
社
寺
局
通
牒
「
省
令
第
四
十
一
号
に
依
る

願
届
書
式
の
件
」
と
し
て
雛
形
が
付
さ
れ
て
い
る
。

今
般
宗
教
に
関
し
本
省
令
第
四
十
一
号
発
布
相
成
候
処
右
は
神
仏
道
以

外
の
宗
教
に
関
し
て
は
従
前
何
等
の
規
定
無
之
に
付
現
在
の
事
実
に
対

し
必
要
の
事
項
を
規
定
し
た
る
も
の
に
し
て
一
般
の
法
規
と
相
俟
て
此

等
宗
教
を
取
締
ま
ら
る
ヽ
儀
に
有
之
候
條
其
旨
御
諒
知
相
成
度
〔
以
下

略
〕

（
雛
形
）

　
　
　
　

宣
教
届

私
儀
宗
教
の
宣
布
に
従
事
致
度
（
従
前
よ
り
宗
教
の
宣
布
に
従
事
致
居
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奥山倫明

一
三

候
間
）
別
紙
履
歴
書
相
添
左
記
事
項
を
具
し
此
段
御
届
申
上
候
也

一　

宗
教
の
名
称

　
 

宗
教
の
名
称
と
は
例
え
ば
耶
蘇
教
中
ロ
ー
マ
ン
カ
ゾ
リ
ツ
ク
、
グ

リ
ー
キ
カ
ゾ
リ
ツ
ク
、
ブ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
、
コ
ン
グ
レ
ゲ
ー
シ

ヨ
ン
、
サ
ウ
ザ
ル
ン
メ
ソ
ジ
ス
ト
、
と
云
う
が
如
く
他
と
明
に
区

別
し
得
ら
る
ヽ
様
詳
細
に
其
名
称
を
記
す
べ
し
〔
以
下
略
〕（
同
、

二
〇
三
―

二
〇
四
頁
）

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
神
仏
道
以
外
、
す
な
わ
ち
神
道
・
仏
道
以
外
の
宗
教
が
、

な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た

雛
形
か
ら
は
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
こ
こ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
も
ま
た
、

日
本
の
宗
教
行
政
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
対
象
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
同
じ
一
八
九
九
年
八
月
、「
私
立
学
校
令
」
が
公
布
さ
れ
た
。

神
仏
道
各
教
宗
派
に
お
い
て
も
、
学
校
設
立
の
道
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
に
関

し
て
同
日
、「
文
部
省
訓
令
十
二
号　

一
般
の
教
育
を
し
て
宗
教
外
に
特
立

せ
し
む
る
の
件
」
で
は
、
こ
う
定
め
ら
れ
た
。

一
般
の
教
育
を
し
て
宗
教
の
外
に
特
立
せ
し
む
る
は
学
政
上
最
必
要
と

す
依
て
官
立
公
立
学
校
及
学
科
課
程
に
関
し
法
令
の
規
定
あ
る
学
校
に

於
て
は
課
程
外
た
り
と
も
宗
教
上
の
教
育
を
施
し
又
は
宗
教
上
の
儀
式

を
行
う
こ
と
を
許
さ
ざ
る
べ
し

　

こ
の
「
文
部
省
訓
令
十
二
号
」
は
官
立
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
の

禁
止
を
定
め
る
の
に
加
え
、「
学
科
課
程
に
関
し
法
令
の
規
定
あ
る
学
校
」

に
つ
い
て
も
宗
教
教
育
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
私
立
学
校
、
特
に
キ

リ
ス
ト
教
系
の
私
立
の
教
育
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
）
5

（
注

。「
文

部
省
訓
令
十
二
号
」
が
正
式
に
否
定
さ
れ
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

占
領
下
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
五
年
一
〇
月
の
文
部
省
訓
令
に
は
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

「
私
立
学
校
に
於
け
る
宗
教
教
育
に
関
す
る
件
」（
昭
和
二
十
年
十
月

十
五
日
文
部
省
訓
令
第
八
号
）

　

私
立
学
校
に
於
て
は
自
今
明
治
三
十
二
年
文
部
省
訓
令
第
十
二
号
に

拘
ら
ず
法
令
に
定
め
ら
れ
た
る
課
程
の
外
に
於
て
左
記
条
項
に
依
り
宗

教
上
の
教
育
を
施
し
又
は
宗
教
上
の
儀
式
を
行
う
こ
と
を
得

　

一 　

生
徒
の
信
教
の
自
由
を
妨
害
せ
ざ
る
方
法
に
依
る
べ
し

　

二 　

特
定
の
宗
派
教
派
等
の
教
育
を
施
し
又
は
儀
式
を
行
う
旨
学
則

に
明
示
す
べ
し

　

三 　

右
実
施
の
為
生
徒
の
心
身
に
著
し
き
負
担
を
課
せ
ざ
る
様
留
意

す
べ
し

こ
う
し
て
戦
後
、
私
立
学
校
に
お
い
て
宗
教
教
育
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
の
ち
の
日
本
国
憲
法
第
八
九
条
に
よ
っ
て
、
宗

教
教
育
を
実
施
す
る
私
立
学
校
へ
の
公
的
助
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
い

く
ら
か
の
議
論
の
余
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（
奥
山「『
政
教
分
離
』

を
再
考
す
る
」
参
照
）。

　

私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
て
、
国
公
立
の

学
校
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
同
じ
意
味
で
の
宗
教
教
育
は
問
題
と
は
な
ら

な
い
。し
か
し
な
が
ら
国
公
立
の
学
校
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、

宗
教
が
占
め
る
位
置
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
仏
教

の
研
究
、
仏
教
学
が
、
印
度
哲
学
（
イ
ン
ド
哲
学
）
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
、

大
学
の
研
究
制
度
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
簡

単
に
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
か
。

　

国
立
大
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、今
日
、

「
キ
リ
ス
ト
教
学
」
専
修
の
過
程
を
設
置
し
て
い
る
京
都
大
学
の
事
例
を
手

が
か
り
と
し
て
簡
単
に
見
て
お
こ
う
）
6

（
注

。
京
都
帝
国
大
学
に
一
九
〇
六
年
に
文

科
大
学
が
開
設
さ
れ
た
折
に
は
、
松
本
文
三
郎
が
教
授
を
務
め
る
イ
ン
ド
哲

学
史
講
座
が
設
置
さ
れ
た
。
松
本
は
翌
年
、
宗
教
学
講
座
が
開
設
さ
れ
た
際
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一
四

に
は
、
同
講
座
も
兼
担
し
た
。
西
田
幾
多
郎
（
倫
理
学
講
座
に
助
教
授
と
し

て
一
九
一
〇
年
か
ら
一
三
年
に
在
任
）
が
倫
理
学
講
座
か
ら
移
り
宗
教
学
講

座
の
最
初
の
専
任
と
な
る
の
は
、
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
で
あ
る
。
た

だ
し
西
田
は
翌
年
、
哲
学
哲
学
史
講
座
に
移
っ
た
。
宗
教
学
講
座
は
再
び
松

本
の
兼
担
と
な
っ
た
が
、
一
九
一
七
年
に
な
っ
て
波
多
野
精
一
を
教
授
と
し

て
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

波
多
野
精
一
（
一
八
七
七
―

一
九
五
〇
）
は
、
一
八
九
九
年
に
東
京
帝
国

大
学
文
科
大
学
を
卒
業
し
、
同
大
学
院
に
入
学
し
た
）
7

（
注

。
研
究
の
か
た
わ
ら
、

一
九
〇
〇
年
よ
り
東
京
専
門
学
校
（
の
ち
の
早
稲
田
大
学
）
で
講
師
も
務
め

て
い
た
。
こ
の
頃
、
一
番
町
基
督
教
会
（
の
ち
の
富
士
見
町
教
会
）
に
出
入

り
し
、
一
九
〇
二
年
頃
、
植
村
正
久
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
。
一
九
〇
四
年
に

東
京
帝
国
大
学
大
学
院
研
究
課
程
修
了
の
の
ち
、
一
九
〇
六
年
ま
で
ド
イ
ツ

に
留
学
し
た
。
一
九
〇
七
年
に
は
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
お
い
て
宗
教

学
講
座
を
担
当
す
る
姉
崎
正
治
の
出
張
中
、
講
義
の
一
部
を
代
替
し
「
原
始

基
督
教
」
を
講
じ
た
。
一
九
一
七
年
に
早
稲
田
大
学
を
辞
し
、
そ
の
年
、
京

都
帝
国
大
学
の
宗
教
学
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
二
二
年
、
キ
リ
ス
ト
教
の
学
術
的
研
究
の
た
め
寄
付
さ
れ
た
渡
辺
荘

奨
学
資
金
に
よ
り
、
宗
教
学
第
二
講
座
（
基
督
教
学
）
が
設
置
さ
れ
る
と
、

波
多
野
は
こ
の
講
座
を
兼
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
渡
辺
荘
（
一
八
五
九
―

一
九
二
七
）
は
、
東
京
電
気
鉄
道
会
社
等
の
会
社
の
起
業
に
か
か
わ
っ
た
実

業
家
で
、
一
九
〇
五
年
に
富
士
見
町
教
会
で
植
村
正
久
に
よ
り
洗
礼
を
受
け

て
い
た
。
ま
た
一
九
〇
九
年
に
長
女
が
石
原
謙
と
、
一
九
一
七
年
に
次
女
が

森
戸
辰
男
と
結
婚
し
て
い
る
。
渡
辺
自
身
は
植
村
が
設
立
し
た
東
京
神
学
社

の
理
事
、
富
士
見
町
教
会
の
理
事
を
務
め
た
）
8

（
注

。

　

京
都
帝
国
大
学
に
お
け
る
基
督
教
学
の
講
座
設
置
に
い
た
る
ま
で
の
事
情

は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
大
学
院
で
波
多
野
と
同
様
、
哲

学
を
学
ん
で
い
た
石
原
謙
（
一
八
八
二
―

一
九
七
六
）
と
、
渡
辺
荘
は
、
波

多
野
と
同
じ
く
富
士
見
町
教
会
の
会
員
だ
っ
た
。
一
九
一
八
年
頃
、
キ
リ
ス

ト
教
の
学
問
的
研
究
を
振
興
す
る
た
め
に
官
立
大
学
に
寄
付
を
行
な
い
た
い

と
い
う
渡
辺
の
意
向
を
受
け
、
石
原
が
波
多
野
に
相
談
し
た
。
波
多
野
は
西

田
幾
多
郎
と
相
談
の
う
え
、
大
学
と
交
渉
し
、
逆
に
石
原
は
講
座
設
置
に

必
要
な
資
金
の
準
備
を
渡
辺
に
依
頼
、
さ
ら
に
大
学
は
文
部
省
と
交
渉
の

う
え
講
座
設
置
が
決
定
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
波
多
野
は
、
一
九
三
七
年
に

第
二
講
座
の
担
当
（
第
一
講
座
分
担
）
と
な
っ
た
が
、
そ
の
年
、
退
官
し

た
。
そ
の
後
、
山
谷
省
吾
講
師
（
一
九
二
四
年
〜
四
六
年
）、
松
村
克
己
講

師
（
一
九
三
七
年
〜
、
四
二
年
助
教
授
）
の
時
代
を
は
さ
み
、
一
九
四
八
年

に
は
有
賀
鐵
太
郎
を
教
授
に
迎
え
た
。
参
考
の
た
め
、
京
都
帝
国
大
学
キ
リ

ス
ト
教
学
講
座
設
立
を
め
ぐ
る
石
原
の
回
想
を
引
用
し
て
お
く
。

幸
い
に
、
京
都
の
諸
教
授
の
意
向
も
大
学
当
事
者
の
方
針
な
ど
も
都

合
よ
く
運
ん
だ
が
、
資
金
の
総
額

│
当
時
の
額
で
少
な
く
と
も

十
五
、六
万
円
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

│
を
一
時
に
準
備
す
る
の
は

到
底
無
理
で
あ
っ
た
の
で
、
約
半
額
を
何
回
か
に
分
納
し
て
講
座
を
設

置
し
そ
の
一
部
だ
け
を
用
い
小
規
模
な
が
ら
講
座
を
開
設
し
、
残
額
を

大
学
財
部
当
局
に
お
い
て
有
利
に
働
か
し
て
元
金
に
加
え
、
予
定
額
に

達
し
た
と
き
に
、
独
立
な
講
座
と
す
る
と
い
う
点
で
双
方
意
見
の
一
致

を
見
た
。

講
座
成
立
の
条
件
が
如
上
の
よ
う
に
き
び
し
く
あ
っ
た
の
で
少
な
く
と

も
十
数
年
は
極
度
の
節
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
。
そ
こ
で
先
生

は
二
講
座
兼
任
と
し
て
講
義
を
増
し

│
「
原
始
基
督
教
」
は
そ
の
際

試
み
た
も
の

│
そ
の
後
は
山
谷
省
吾
を
講
師
と
し
、
そ
の
外
に
は
若

干
の
図
書
費
を
支
出
す
る
に
留
め
、
利
息
の
大
部
分
を
元
金
に
加
え
る

こ
と
と
し
、
そ
の
会
計
明
細
表
を
毎
年
寄
附
者
に
報
告
し
て
退
官
時
に

及
ん
だ
。〔
中
略
〕
つ
い
に
昭
和
十
二
年
に
予
定
の
額
に
達
す
る
の
を

待
っ
て
、
数
ヵ
月
の
期
間
に
過
ぎ
な
い
と
知
り
つ
つ
、
第
一
講
座
担
任

を
辞
し
て
西
谷
啓
治
に
託
し
、
自
身
は
新
設
第
二
講
座
に
移
り
「
ロ
ー

マ
書
演
習
」を
開
講
し
た
。（
石
原
謙「
波
多
野
先
生
の
横
顔
」五
、六
頁
）
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奥山倫明

一
五

　

そ
の
間
、一
九
二
六
年（
大
正
一
五
年
）に
は
仏
教
学
講
座
が
開
設
さ
れ
た
。

講
義
を
担
当
し
て
い
た
羽
溪
了
諦
が
、
や
が
て
講
座
担
当
者
と
な
る
。
仏
教

学
講
座
の
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
、
小
柳
敦
史
が
興
味
深
い
背
景
を
記
し
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　

な
お
石
原
謙
は
、
一
九
一
七
年
に
波
多
野
の
後
任
と
し
て
早
稲
田
大
学
の

講
師
に
就
任
し
た
の
ち
、
翌
年
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
講
師
（
古
代
・

中
世
哲
学
史
担
当
）、
二
一
年
助
教
授
、
そ
の
後
、
一
九
二
四
年
に
東
北
帝

国
大
学
法
文
学
部
教
授
と
な
り
哲
学
第
二
講
座
（
西
洋
古
代
中
世
哲
学
史
）

を
担
当
し
た
。
そ
の
間
、
一
九
三
六
年
に
は
私
費
を
投
じ
て
東
北
大
学
基

督
教
青
年
会
寮
を
建
設
し
た
と
い
う
（
中
川
秀
恭
「
石
原
謙
先
生
の
追
想
」

三
一
六
頁
）
9

（
注

）。
そ
の
後
、
一
九
四
〇
年
か
ら
四
八
年
に
は
東
京
女
子
大
学
学

長
を
務
め
た
（
新
渡
戸
稲
造
、
安
井
て
つ
に
続
く
第
三
代
学
長
）。
な
お
東

北
帝
国
大
学
で
は
、
一
九
二
四
年
に
宗
教
学
宗
教
史
講
座
が
開
設
さ
れ
て
い

た
。

　

東
北
帝
国
大
学
哲
学
科
で
石
原
に
学
び

│
ま
た
基
督
教
青
年
会
寮
で
暮

ら
し

│
一
九
三
八
年
に
卒
業
し
た
中
川
秀
恭
（
一
九
〇
八
―

二
〇
〇
九
）

は
、
卒
業
後
、
同
大
学
で
副
手
、
助
手
、
非
常
勤
講
師
を
務
め
た
の
ち
、

一
九
四
七
年
に
北
海
道
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
助
教
授
と
な
る
）
10

（
注

。
哲
学
科
の

な
か
の
社
会
学
宗
教
学
講
座
に
お
い
て
宗
教
学
を
担
当
し
た
。
の
ち
新
制
の

北
海
道
大
学
で
は
一
九
五
〇
年
に
法
文
学
部
が
文
学
部
、
法
経
学
部
に
分
離

し
、
文
学
部
哲
学
科
の
第
十
講
座
（
宗
教
）
と
な
っ
た
。
中
川
は
一
九
五
三

年
に
宗
教
学
の
教
授
に
な
っ
て
い
る
。
の
ち
一
九
六
七
年
よ
り
七
一
年
ま
で

北
海
道
教
育
大
学
長
、
一
九
七
五
年
か
ら
八
三
年
に
は
国
際
基
督
教
大
学
長

を
務
め
る
な
ど
し
た
。『
北
大
百
年
史　

部
局
史
』
に
よ
る
と
中
川
の
専
門

は
「
西
洋
哲
学
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
新
約
聖
書
学
」
と
表
記
さ
れ
、
そ
の

後
の
宗
教
学
講
座
担
当
者
の
専
門
分
野
が
示
す
傾
向
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
（
同
書
、
二
三
六
―

二
三
七
頁
）。

　

参
考
ま
で
に
付
言
し
て
お
く
。
一
九
四
九
年
に
設
立
さ
れ
た
東
京
大
学
教

養
学
部
で
は
一
九
五
一
年
に
後
期
課
程
の
教
養
学
科
を
設
立
し
た
（『
東
京

大
学
百
年
史
部
局
史
四
』
参
照
）
11

（
注

）。
そ
こ
で
は
分
科
課
程
の
科
目
、
外
国
語

科
目
、
選
修
科
目
に
加
え
て
、「
基
礎
科
目
」
群
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。「
基

礎
科
目
」
四
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
履
修
す
る
単
位
数
が
定
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
領
域
に
、「
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
思
潮
」「
近
代
思

潮
」「
政
治
経
済
思
潮
」
と
と
も
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
が
「
キ
リ
ス
ト
教

思
潮
」
で
あ
る
。
教
養
学
部
に
は
一
九
五
〇
年
に
前
田
護
郎
（
一
九
一
五
―

一
九
八
〇
）
が
古
典
語
担
当
の
助
教
授
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
の
で
、
お
そ

ら
く
前
田
が
こ
の
科
目
を
担
当
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
田
は

塚
本
虎
二
の
聖
書
研
究
会
に
学
ん
だ
無
教
会
主
義
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、

東
大
言
語
学
科
を
卒
業
後
、
渡
欧
し
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
講
師
な
ど
を
務
め
て

い
た
聖
書
学
者
で
あ
る
（
無
教
会
史
研
究
会
編
著
『
無
教
会
史
Ⅲ 

第
三
期　

結
集
の
時
代
』
一
六
六
―

一
七
二
頁
）。
大
学
で
の
研
究
教
育
と
は
別
に
、
世

田
谷
で
一
九
五
三
年
よ
り
晩
年
ま
で
聖
書
講
座
も
開
い
て
い
た
（「
世
田
谷

聖
書
会
」）。

む
す
び

　

見
て
き
た
と
お
り
、
近
代
日
本
に
お
い
て
「
宗
教
」
は
、
西
洋
と
の
関
係

の
な
か
で
、
概
念
と
し
て
構
築
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
・
社
会
制
度
、
外
交

関
係
上
の
問
題
と
し
て
も
取
り
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
領
域
と
し
て
成
立
し
て

き
た
。そ
こ
で
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、

と
り
わ
け
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
、ま
た
「
信
教
の
自
由
」
と
い
っ

た
近
代
的
な
理
念
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
制
度
だ
っ
た
。そ
の
過
程
に
お
い
て
、

仏
教
も
ま
た
一
つ
の
「
宗
教
」
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
仏
教
理

解
に
は
、
近
代
西
洋
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
時
代
思
潮
の
刻
印
を

帯
び
た
仏
教
理
解
が
反
映
さ
れ
て
い
た
が
、
他
方
で
日
本
の
近
代
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
に
お
い
て
は
哲
学
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
の
イ
ン
ド
哲
学
の
、
一
つ
の

研
究
対
象
と
し
て
の
仏
教
と
い
う
位
置
づ
け
が
生
み
出
さ
れ
た
。

　

他
方
、
近
代
日
本
に
お
い
て
「
宗
教
」
は
、「
教
化
」
の
側
面
が
重
な
り
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一
六

合
う
「
教
育
」
と
も
分
岐
し
な
が
ら
成
立
し
た
領
域
で
も
あ
っ
た
。
教
部
省
、

教
導
職
、
ま
た
教
院
と
い
っ
た
組
織
、
職
種
が
存
在
し
た
時
代
を
経
て
、「
宗

教
」
は
「
教
育
」
と
は
別
の
領
域
と
し
て
定
着
し
て
い
く
が
、
そ
の
間
、
問

題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
く
の
は
、
一
つ
に
は
神
社
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
も

う
一
つ
に
は
、徳
育
の
あ
り
方
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
の
議
論
は
省
く
が
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
〇
年
の
教
育
勅
語
発
布
の
の
ち
、
学
校
自
体
が

天
皇
中
心
の
機
関
に
編
成
さ
れ
て
い
く
時
代
に
あ
っ
て
、
宗
教
系
、
特
に
キ

リ
ス
ト
教
系
の
私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
が
、
こ
れ
以
降
、
問
題
で
あ

り
続
け
る
。
他
方
、
国
立
大
学
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
が
、
特
に

京
都
大
学
に
お
い
て「
キ
リ
ス
ト
教
学
」の
講
座
と
し
て
成
立
す
る
に
い
た
っ

た
。
日
本
の
国
立
大
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
人
的
な
つ
な
が
り
と
の
関
係
で
そ
の
一
面
の
み
を
振
り
返
っ
て
お

い
た
。
日
本
の
国
立
大
学
に
お
け
る
仏
教
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
さ

ら
に
広
く
、
ま
た
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
経
緯
は
近
代
日
本
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
を
知
る
う
え

で
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
改
め
て
国
家
と
宗

教
、
教
育
と
宗
教
、
法
制
と
宗
教
と
い
っ
た
問
題
領
域
を
ふ
ま
え
て
、
近
代

日
本
宗
教
史
を
再
考
す
る
必
要
が
浮
上
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

付
記　

引
用
文
中
の
旧
字
・
旧
仮
名
遣
い
は
新
字
・
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

注（1
）
な
おphilosophy

の
訳
語
と
し
て
の
「
哲
学
」
の
定
着
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。

（
2
）
文
部
科
学
省
は
教
育
の
ほ
か
、
科
学
技
術
・
学
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
も
管
掌
事

項
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
）「
教
化
」
は
さ
ら
に
後
年
に
も
政
策
的
課
題
と
な
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
か
ら

一
九
三
〇
年
代
前
半
ま
で
の
教
化
政
策
と
教
化
団
体
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
赤
澤
史
朗

『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
第
一
章
「
教
化
動
員
政
策
の
展
開
」
を
参
照
。

（
4
）
文
部
省
設
立
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
一
八
六
八
年
の
皇
学
所
、
翌
年
の
大
学
校

設
立
の
際
の
思
想
と
、そ
れ
に
関
連
す
る
祭
祀
の
執
行
が
注
目
さ
れ
る
。
海
後
宗
臣「
国

民
教
化
史
に
つ
い
て
の
一
考
」
を
参
照
。

（
5
）
訓
令
十
二
号
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
、

大
江
満
が
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
。「
明
治
後
期
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
文
部
省
訓

令
一
二
号
問
題
へ
の
対
応
―
立
教
の
動
向
を
中
心
と
し
て
」
を
参
照
。

（
6
）
以
下
の
記
述
は
、
主
に
『
京
都
大
学
百
年
史 

部
局
史
編
1
』
に
よ
る
。
ま
た
最
近

で
は
小
柳
敦
史
「
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
基
督
教
学
講
座
の
成
立
」
が
参
考
に
な
る
。

（
7
）
波
多
野
精
一
に
つ
い
て
は
、
芦
名
定
道
「
解
説
」、
さ
ら
に
は
石
原
謙
「
波
多
野
先

生
の
横
顔
」「
波
多
野
精
一
先
生
―
そ
の
生
涯
と
学
業
」
を
参
照
。

（
8
）
渡
辺
に
つ
い
て
は
「
渡
邊
荘
略
譜
」
に
よ
る
（
渡
邊
實
編
『
追
想
』
所
収
）。

（
9
）
現
在
の
東
北
大
学
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
渓
水
寮
。

（
10
）『
北
大
百
年
史　

部
局
史
』、
お
よ
び
古
屋
安
雄
編
『
中
川
秀
恭
先
生
八
十
五
歳
記

念
論
文
集　

な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
か
』
所
収
の
年
譜
を
参
照
。

（
11
）
戦
後
の
東
京
大
学
は
、
内
村
鑑
三
に
学
ん
だ
南
原
繁
（
一
八
八
九
―

一
九
七
四
）
が

一
九
四
五
年
か
ら
五
一
年
ま
で
総
長
を
務
め
て
い
た
。
初
代
の
教
養
学
部
長
は
、
同

じ
く
無
教
会
の
矢
内
原
忠
雄
（
一
八
九
三
―

一
九
六
一
）
で
あ
り
、
五
一
年
に
総
長
に

就
任
す
る
ま
で
在
任
し
た
。
外
国
語
科
（
仏
語
）
所
属
の
前
田
陽
一
（
一
九
一
一
―

一
九
八
七
）
も
、
矢
内
原
主
催
の
東
大
聖
書
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
と
い
う
（
赤

江
達
也
『「
紙
上
の
教
会
」
と
日
本
近
代
―
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
社
会
学
』

二
一
五
頁
）。

参
考
文
献

赤
江
達
也
『「
紙
上
の
教
会
」
と
日
本
近
代
―
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
社
会
学
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
三
年
。

赤
澤
史
朗
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
五
年
。

芦
名
定
道
「
解
説
」、
波
多
野
精
一
『
時
と
永
遠　

他
八
篇
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、

四
八
五
―

五
〇
六
頁
。

石
原
謙
「
波
多
野
先
生
の
横
顔
」『
波
多
野
精
一
全
集
』
月
報
6
、一
九
六
九
年
、一
―

七
頁
。

│「
波
多
野
精
一
先
生
―
そ
の
生
涯
と
学
業
」『
石
原
謙
著
作
集
』第
十
一
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
、
三
六
六
―

三
九
九
頁
。

大
江
満
「
明
治
後
期
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
文
部
省
訓
令
一
二
号
問
題
へ
の
対
応
―
立
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奥山倫明

一
七

教
の
動
向
を
中
心
と
し
て
」
江
島
尚
俊
・
三
浦
周
・
松
野
智
章
編
『
近
代
日
本
の
大
学

と
宗
教
』
法
藏
館
、
二
〇
一
四
年
、
三
三
―

七
一
頁
。

大
谷
栄
一
『
近
代
仏
教
と
い
う
視
座
―
戦
争
・
ア
ジ
ア
・
社
会
主
義
』
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
一
二
年
。

小
川
原
正
道
『
大
教
院
の
研
究
―
明
治
初
期
宗
教
行
政
の
展
開
と
挫
折
』
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
。

奥
山
倫
明
「
制
度
と
し
て
の
「
宗
教
」
―
序
説
」『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
人
文
・
自
然
科
学
編
、

一
〇
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
―

一
四
頁
。

│
「『
政
教
分
離
』
を
再
考
す
る
」『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
人
文
・
自
然
科
学
編
、
一
一
号
、

二
〇
一
六
年
、
一
―

二
一
頁
。

海
後
宗
臣
「
国
民
教
化
史
に
つ
い
て
の
一
考
」『
海
後
宗
臣
著
作
集
』
第
八
巻
、
日
本
教

育
史
研
究
Ⅱ
、
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
、
四
五
二
―

四
八
三
頁
。

京
都
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
『
京
都
大
学
百
年
史 

部
局
史
編
1
』
一
九
九
七
年
、
オ

ン
ラ
イ
ン
版
、

　

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream
/2433/152982/1/

dept1_chap2.pdf

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
学
』
法
藏
館
、
二
〇
一
二
年
。

│
「
宗
教
概
念
と
日
本
―R

eligion

と
の
出
会
い
と
土
着
思
想
の
再
編
成
」、
島
薗
進
・

高
埜
利
彦
・
林
淳
・
若
尾
政
希
編
、
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教　

近
世
か
ら
近
代
へ
2

『
神
・
儒
・
仏
の
時
代
』
春
秋
社
、
二
〇
一
四
年
、
二
四
一
―

二
六
七
頁
。

小
柳
敦
史
「
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
基
督
教
学
講
座
の
成
立
」
江
島
尚
俊
・
三
浦
周
・
松

野
智
章
編
『
近
代
日
本
の
大
学
と
宗
教
』
法
藏
館
、二
〇
一
四
年
、一
〇
五
―

一
三
五
頁
。

谷
川
穣
『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

│
「
明
治
維
新
と
仏
教
」、
末
木
文
美
士
編
集
委
員
、
松
尾
剛
次
・
佐
藤
弘
夫
・
林
淳
・

大
久
保
良
峻
編
集
協
力
、
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
14　

日
本
Ⅳ
、『
近
代
国
家
と
仏
教
』
佼

成
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
―

五
五
頁
。

│
「
教
育
・
教
化
政
策
と
宗
教
」、岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
15
巻『
近
現
代
1
』岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
、
二
六
九
―

三
〇
六
頁
。

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会『
東
京
大
学
百
年
史
部
局
史
四
』東
京
大
学
、一
九
八
七
年
。

中
川
秀
恭
「
石
原
謙
先
生
の
追
想
」『
祈
り
と
沈
黙
―
キ
リ
ス
ト
教
論
集
』
創
文
社
、

一
九
八
八
年
、
三
一　

四
―

三
二
二
頁
。

古
屋
安
雄
編
『
中
川
秀
恭
先
生
八
十
五
歳
記
念
論
文
集　

な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
か
』
創
文
社
、

一
九
九
三
年
。

北
海
道
大
学
『
北
大
百
年
史　

部
局
史
』
一
九
八
〇
年
、
オ
ン
ラ
イ
ン
版
、

　

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/100-bukyoku.jsp

星
野
靖
二
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
―
宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
』
有
志
舎
、二
〇
一
二
年
。

無
教
会
史
研
究
会
編
著
『
無
教
会
史
Ⅲ　

第
三
期　

結
集
の
時
代
』
新
教
出
版
社
、

一
九
九
五
年
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
『
仏
教
と
西
洋
の
出
会
い
』
今
枝
由
郎
・
富
樫
瓔
子

訳
、
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
。（Frédéric Lenoire, La rencontre du 

bouddhism
e et de l'O

ocident, P
rem

ière édition, 1999, A
lbin M

ichel, 2001, 

2011

）

渡
邊
實
編
『
追
想
』
非
売
品
、
一
九
三
〇
年
。
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Religion, Indoctrination, and Education in Modern Japan

Michiaki OKUYAMA

　 The category and concept of “religion” in the modern Japanese context was formulated under 
the influence of the West and came to be established not only as a conceptual category but also as 
a subject of legal, social, and diplomatic issues.  A model of the concept is Christianity, and more 
specifically Protestantism, and with this concept such modern ideas and institutions were also 
introduced into Japan as “freedom of religion.”
　 In this process, Buddhism came to be understood as a religion, situated in parallel with 
Christianity.  The modern understanding of Buddhism was influenced by Western scholarship 
with its own orientalist perspective, but in Japan, a different attempt was made in academia to try 
to contextualize Buddhism as a philosophy, namely, Indian philosophy.
　 On the other hand, “religion” was established as a field separate from education.  Accordingly, 
the area of indoctrination, which the modern Japanese empire wanted to assume as its task for 
a short period, merged into the area of the moral education of the nation.  Christian education 
in schools then became a subject of possible controversy.  On the other hand, among national 
universities, the academic discipline of Christian Studies was institutionalized, very exceptionally, 
in Kyoto University.


